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資産の取得完了に関するお知らせ 

 

ニューシティ・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 18 年 5 月 31 日付

「資産の取得に関するお知らせ」（平成 18 年 9 月 19 日付「資産の取得予定日等に関するお知らせ」に

より変更済み）において、取得予定の資産として公表したもののうち、ニューシティレジデンス東日本

橋及びニューシティレジデンス八雲にかかる不動産信託受益権の取得を完了いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 

記 

 
1. 取得の概要 

 物件名称(注 1) 取得価格(注 2) 

（百万円） 

1 ニューシティレジデンス東日本橋 4,930 

2 ニューシティレジデンス八雲 1,160 

 合 計 6,090 

(注 1) 物件 1及び 2を信託財産とする不動産管理処分信託契約は、本投資法人による取得完了後、 

   合意解除され、本投資法人が物件 1及び 2の所有権を取得します。 

      上記各物件の詳細等につきましては、平成 18年 5 月 31 付「資産の取得に関するお知らせ」

をご参照下さい。なお、平成 18 年 5 月 31 日付「資産の取得に関するお知らせ」において

は、上記各物件に関し、株式会社ニューシティプロパティサービスとの間でマスターリー

ス契約を締結する予定としておりましたが、平成 18 年 12 月 1 日付で、ニューシティ・リ

ーシング・ワン有限会社との間でマスターリース契約を締結いたします。ニューシティ・

リーシング・ワン有限会社は、本投資法人の資産運用にかかる自主ルールに定める利害関

係者に該当するため、当該ルールに従い、かかるマスターリース契約の締結に関して、以

下の審議・決議を経ています。 

・資産運用会社（シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会社）

のコンプライアンス委員会による審議及び決議 
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・資産運用会社の投資委員会による審議及び決議 

・資産運用会社の取締役会による審議及び決議 

(注 2) 取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除きます。 

 

 

以 上 
 

※ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス：http://ww.ncrinv.co.jp 


